
　令和6年度の一般会計補正予算および介護保険
事業会計補正予算が、9月に開かれた第3回区議
会定例会で可決されました。

各会計の補正額と合計予算額

主な内容
◆備蓄物資・防災資器材の充実（8,242万6千円）

　令和6年能登半島地震で顕在化した課題を踏
まえ、防災拠点運営委員会と備蓄物資や防災資
器材に関する点検・検討を行ってきました。そ
の結果を基に、避難者の安全・安心の確保や防
災拠点の運営体制の強化に資する備蓄物資など
を新たに配備します。

◆「食の地産地消」推進事業補助（400万円）
　都内での経済循環による地域経済の活性化や
新たな観光資源の創出を促すため、飲食業団体
などが行う東京産の農林水産物を活用した「食
の地産地消」の取り組みに対して補助を行います。

◆産後ケア事業の充実（3,915万6千円）
　産後ケアを必要とする全ての方が利用できる
よう、宿泊型の利便性を高めるとともに新たに
日帰り型を実施します。

◆首都高速道路上部空間整備事業
　（3,819万7千円）

　築地川アメニティ整備構想を実現するため、
首都高速道路（株）が実施する大規模更新に合わ
せ、首都高速道路上部空間の活用に必要となる
覆
ふく

蓋
がい

化に関連する工事準備を行うとともに、こ
れまでの覆蓋化構造物などの設計を踏まえ、上
部空間の基本計画、設計を行います。

　　対象範囲：三吉橋～万年橋区間
◆都心と臨海地域とを結ぶ交通環境整備促進
　（4,800万円）

　さらなる交通需要の増加が見込まれる臨海部
の公共交通網を拡充するため、都心と臨海地域
とを結ぶ交通ルートの事業化が早期に実現され
るよう都と連携するとともに、運行事業者に対
する調整・支援を行います。

◆十思公園内鐘楼の改修（1,680万円）
　震災時などにおける安全確保を図るため、老
朽化が進行している十思公園内鐘楼の改修を行
います。

◆学習用タブレット等の再整備（-千円）
　「GIGAスクール構想」に基づき整備した学習
用タブレットの再整備を行います。

　　予定時期：令和7年5月

◆学校図書館支援センターの運営（-千円）
　豊富な図書資源を有する学校図書館におい
て、子どもたちの読書活動を推進し、読書好き
の子どもを増やすことで、確かな学力や豊かな
人間性の他、思考力・判断力・表現力などを育
めるよう、司書の派遣をはじめとした学校図書
館活動支援の統括的な機関として、令和7年度
から「学校図書館支援センター」を運営します。

◆その他、上半期の実績を踏まえた予算の増額
・過誤納還付金（5,100万円）
中央区財政白書の発行
　区財政の現状について、全国・特別区平均と
の比較や、区の年間経費を1万円に置き換えた
場合の目的別の使われ方などを示し、分かりや
すく解説しています。また、区の公会計制度に
基づき作成した財務諸表を用いた財務分析も
行っています。区役所地下1階情報公開コーナー
および区HPでもご覧いただけます。

問財政課財政担当
　☎（3546）5255

補正予算額 補正後の予算額

一般会計 2億8,666万9千円 1,381億70万8千円

介護保険事業会計 1億4,175万9千円 98億8,733万円

合　計 4億2,842万8千円 1,479億8,803万8千円

令和6年度補正予算のあらまし
合計4億2,842万８千円分を増額補正しました

令和６年分
所得税および
復興特別所得税（　　）の
納期限は12月2日

11月11日は「介護の日」

問日本橋税務署
📞☎（3663）8451
　京橋税務署
　☎（4434）0011
　（税務署の代表電話から音声案内で1番を選択）

詳しくは
国税庁HPへ

　介護についての理解と認識を深め、介護サービ
ス利用者およびその家族、介護従事者などを支援
するため、「いい日、いい日、毎日、あったか介護
ありがとう」の語呂合わせで、国は11月11日を

「介護の日」と定めています。
　介護の現場では、職員の皆さんが一人一人に寄
り添い、一生懸命に従事しています。区内事業所
で働く方々を区HPで紹介していますので、ぜひご
覧ください。
◎介護についてのお悩みやご相談はお近く

のおとしより相談センターにお問い合わ
せください。

問・京橋おとしより相談センター
☎（3545）1107

・日本橋おとしより相談センター
☎（3665）3547

・人形町おとしより相談センター
☎（5847）5580

・月島おとしより相談センター
☎（3531）1005

・勝どきおとしより相談センター
☎（6228）2205

・晴海おとしより相談センター
☎（5547）4871詳しくは区HPへ

予定納税
第2期分

詳しくは区HPへ

12月２日からマイナンバーカードと
健康保険証が一体化されます

X

　健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴
い、現行の国民健康保険および後期高齢者医療制
度の被保険者証の発行を終了し、マイナ保険証（健
康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード）を
基本とする仕組みに移行します。

発行済みの被保険者証について
　次の期限まで引き続き使用できますので発行済
みの被保険者証に記載されている有効期限をご確
認ください。
・国民健康保険
　令和7年9月30日まで（原則）

・後期高齢者医療制度
　令和7年7月31日まで

12月2日以降の国民健康保険・後期高齢者
医療制度の被保険者証発行について
　12月2日以降に新規加入する方や、紛失などに
より再発行を希望する方への従来の被保険者証の
発行は行いません。
①国民健康保険

マイナ保険証の利用登録の有無を確認の上、次
の証明書を発行します。

・マイナ保険証を持っている方

ご自身の資格情報を記載した「資格情報のお
しらせ」を発行します。なお、本書のみでは医
療機関などを受診できません。

・マイナ保険証を持っていない方
従来の被保険者証と同様に医療機関などを受
診できる「資格確認書」を発行します。

②後期高齢者医療制度
令和７年７月末までの暫定的な運用として、マ

イナ保険証の保有状況にかかわらず、
「資格確認書」を発行します。
問保険年金課資格係
　☎（3546）5362

詳しくは
区HPへ

区の公式HPやSNSをチェック！
X Instagram YouTube LINEX（旧 Twitter）区公式ホームページ

次回の発行日は11月15日（金）です。

　中央区名誉区民、前中央区長　矢田美英様
（84歳）が10月５日に逝去されました。
　氏は、昭和62年に区長へ就任し、平成31
年まで公選の特別区長としては最長となる８

期32年、区政の伸展と区民福祉の向上に卓絶
の功績を残されたことから、令和４年10月に
中央区名誉区民として顕彰されました。
　ここに謹んで哀悼の意を表します。
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